
ふくだ勇のマニフェスト

「ゆびきりげんまん」

健康福祉都市「八幡」を築くための基本施策

★情報公開で信頼される市政を確立します

・積極的に地域の課題解決のため、（仮称）市民会議の開催などを実施します。

・行政の縦割りの弊害を克服し、柔軟な組織の確立を図ります。

・各種委員会への委員の公募などの仕組みを確立して、市民参加の拡充を図ります。

・出前ミーティングを毎月一回開き、市民の声を市政に反映させます。

・気軽に市民の相談に応じる窓口を充実します。

★無駄を無くし、健全な行財政運営を進めます

・事務事業の再構築・各施策に数値目標の設定、職員定数の適正化、民間活力の導入などを

　推進します。

・市の総人件費を削減し、健全な財政運営の確立します。

・行政評価システムの導入と計画的な施策の展開をはかります。

・市有地の管理の徹底を図り貸付事業を拡大します。

・自主財源を確保するため収益事業を創設します。

★人権が大切にされる社会づくりに努めます

・高齢社会に対応する諸制度の整備として､行政･民間・市民の役割分担等の整備に努めす。

・地域福祉活動の充実に向けて、ボランティア活動の育成、

　自治会と福祉委員会との連携強化などに積極的に取り組みます。

・少子化対策充実のため、子育て支援医療費助成をはじめ子育て支援体制の充実に努めます。

・子どもたちをいじめや児童虐待から守るため、児童虐待防止ネットワークなどの

　組織体制の充実に努めます。

・小・中学校にＡＥＤ（心臓甦生のための除細動器）を設置します。

・地域における子ども達の拠点としての児童センター等を積極的に開放します。

・障がい者（児）の働く場の充実・バリアフリーなどの推進に努めます。

・障がい者・高齢者・育児中などの家庭を対象に移動図書館の充実に努めます。

・高齢者にやさしい八幡市駅のバリアフリー化に取り組みます。

・高齢者等の市内移動手段の再構築を図ります。

・学びの場の計画的な整備を推進し、児童・生徒の安全確保とボランティアの

　対応などに努めます。

・語学や国際交流などの充実につとめ、国際化に対応する教育の推進と食育教育の

　向上に向けて統廃合に伴う学校給食室の活用を進めます。

・「食育」の推進のため、中学校での学校給食の実施に向けて取り組みます。

・男山第５小学校跡地を総合福祉センターと教育の拠点として整備を進めるとともに、

　学校等の空き教室の有効活用に努めます。

・市民プールを全天候型に改修し、健康作りや介護予防にも活用します。

・松花堂を拠点に全国規模の書道の発信基地にします。

★女性や青年の市政への参加を推進します

・政策立案過程への女性の参加を拡充します。

・福祉施設等に働く女性をはじめ、働く場の確保と諸権利の保証に務めます。

・関係機関と連携を密にして青年の健全な就労対策に努めます。

★活気あるまちづくりを推進します

・市内雇用の充実を図るため、生産関係の企業の誘致に努めます。

・市民の利便性を確保するため、交通網の整備と身近な商店街の活性化に努めます。

・地産地消の拡充や特産物の生産拡大、農産物生産奨励支援などに努めます。



・八幡らしさの特色ある製品開発に努めます。

・公共施設の有効活用、遊休地等の活用を積極的に推進します。

・史跡･文化財など豊かな資源を生かした観光開発に努めます。

★安心・安全なまちづくりを進めます

・各種講習会等の充実を図り市民の防災意識の高揚に努め、防災資材の充実を図ります。

・居住権を守り、安心して住み続けられる男山団地の再生計画に取り組みます。

・市民の皆さんが安心して消費生活を送ることが出来るように、

　消費者保護条例の制定に努めます。

・未組織地域等の組織化や高齢者地域の対策を充実します。

・災害時等に備えて、経験豊富な団塊世代の協力制度を創設します。

・災害時に対応する要支援者カードの発行などを図ります。

・遊戯施設設置者・青少年育成補導委員会・自治会・警察等と連携して、

　（仮称）「協議会」を設置して青少年の育成に努めます。

・人家の少ない道路などには防犯灯の充実に努めます。

・住宅問題専門相談窓口の設置・耐震補強対策など住宅対策の充実に努めます。

★環境に優しい持続可能なまちづくりを進めます

・市内の空地などに花一杯運動の展開や植樹運動を進め、市民参加でみどりの保全に努めます。

・放生川・大谷川・防賀川の三川の水質保全と川岸美化運動を推進します。

・エコオフィスの徹底や職員の自動車通勤の自粛徹底、

　市内企業にもＣＯ2削減等の協力要請を積極的に行います。
・公用車の天然ガス等エコエネルギー車の導入を計画的に推進し、

　事業団等の関係機関にも要請します。

・交通渋滞等の解消を図るため生活道路と市内の交通網の整備促進に努めます。


